
第 3 3 回 山 形 市 ス ポ ー ツ 少 年 団 総 合 大 会 軟 式 野 球 競 技 大 会  

兼  第 4 1 回 山 形 市 ス ポ ー ツ 少 年 団 軟 式 野 球 交 流 大 会  

兼  山形霞城ライオンズクラブ優勝旗・山形市長優勝杯大会  実施要項 

 

１ 期  日  平成 30 年７月 28 日(土)～29 日(日) 8 月 4 日（土）～8 月 5 日（日） 

２ 会  場  きらやかスタジアム  立谷川・西部運動広場  流通センター野球場  ほなみグランド  

３ 日程及び開・閉会式   開会式：流通センター野球場 

（１） 第一日     集合時刻  ８：００   開 会 式 ８：３０   試合開始 ９：３０ 

試合終了 １６：００  解散時刻１７：００ 

（２） 第二日以降  集合時刻  ７：３０   試合開始  ９：００    

ほなみグラウンド  集合時刻 ８：００   試合開始 ９：３０ 

以降は第一日目に準ずる 

（３） 最終日     集合時刻  ７：００   試合開始 ８：３０ 

以降は試合経過状況により判断  

 

※前年度，第１位のチームは，山形霞城ライオンズクラブ優勝旗及び山形市長優勝杯を忘れないこと。 

      なお閉会式（表彰式）は 8 月 5 日、決勝戦終了後、山形市野球場で実施です。 

４ 参加資格 

（１） 平成 30 年度山形市スポーツ少年団登録済みの団であり、その団員（小学生）によるチーム編

成とする。 

チーム編成は，監督 １名  コーチ ２名 選手 ２０名以内とする。 

他，引率指導者・スコアラー・マネージャー各１名のベンチ入りを認める。 

（２） 監督，コーチはチームと同一のユニホームを着用すること 

（３） 出場選手は，ユニホームに背番号（0～９９）をつけること。 

主将は１０，監督は３０．コーチは２９，２８とする。 

５ 競技方法 トーナメント戦とする 

６ 大会規則及び特別ルール 

    本大会公認野球規則及び全軟学童規定を適用する。但し，一部大会特別ルールを次に定める。 

（１） 試合の制限時間は全試合１時間３０分とし，越えて次のイニングに入らない。回数は７回以内

とする。３回終了以降は正式試合とする。なお，３回１０点差及び５回以降７点差があった場合

はコールドゲームとする。 

（２） 同点の場合は，最大１イニングを限度に次の『特別延長戦』を行う。 

・継続打者とし，前回の最終打者を１塁走者として２塁・３塁の走者は順次前の打者とする。 

（無死満塁として実施） 

（３） 勝敗が決しない場合は抽選により決する。但し，最終回の守備選手によって○×式の抽選を

行い，○印の多いチームを勝ちとする。 

 

 

 

 



（４） 審判員は，球審・塁審とも，原則として本大会参加チームの監督・コーチ以外の各チームの協

議会認定審判員（各団２名）があたる。（決められた服装で公認登録ワッペンを必ず左胸に着

用）但し，審判が集合時間（審判該当試合の一試合前の試合予定時刻まで集合するこ

と。）に遅刻又は欠場した場合は，その審判員が所属するチームを不戦敗又は負けとする場

合があります。 

（５）塁間は２３ｍ 投手板と本塁間は１６ｍとする。 

（６）使用球は全日本軟式野球連盟公認球Ｃ号とする。 

（７）ベンチは組合せ番号の若い方を一塁側とする。(原則) 

７ 注意事項 

（１）バットは連盟公認のものを使用すること。（ＪＳＢＢ表示のもの） 

  なお、木製，ウレタン製等（販売品）の使用を認める。 

（２）打者走者及び次打者とコーチャーは，公認ヘルメットを必ず着用すること。 

（３）捕手は公認マスク，プロテクター，レガースおよびファールカップを着用すること。 

（４）指定メンバー用紙に出場選手名を記入し，第一試合は試合開始予定時刻４０分前までに、 

第二試合以降は三回終了時に、本部へ１部（４枚綴り）を提出すること。 

（５）試合開始予定時刻になっても会場に来ないチームは原則として棄権とみなす。 

８ 閉会式及び表彰 

閉会式（8月 5日）は競技終了後実施し第１位のチームには山形霞城ライオンズ優勝旗，山形市長

優勝杯（各々持ち回り）を，また第 1 位，第 2 位，第 3 位のチームには賞状及び山形霞城ライオン

ズクラブからのメダルを授与する。 

９ その他 

（１）雨天等による大会実施については，当日会場において決定いたします。 

（２）車両に関しては出来るだけ乗り合わせにてお願いいたします。  

  会場により駐車スペースに余裕のない所があります。お互いに譲り合いスムーズな大会 

  運営になるようにご協力願います。特に「ほなみグランド」に関しては相乗りと送迎を徹底し 

必要の無い車両の駐車は絶対にしないでください。状況によっては今後の使用許可が 

取り消される恐れがありますので各団ともにご理解とご協力を強くお願いいたします。 

（3）喫煙に関しては会場付近の環境並びに部員の健康管理に充分にご配慮願います。 

      （4）ごみの持ち帰り運動にご協力願います。 

 

 


